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自

至

令和

令和



負 債 の 部

科　　　　目 金　　　額

資 産 の 部

科　　　　目 金　　　額

円 円

一般社団法人　徳島県バスケットボール協会

貸 借 対 照 表 令和  4 年  3 月 31 日現在

【         】 【 】【 】【         】 12,434,573流 動 資 産 流 動 負 債 77,340

12,434,573現 金 及 び 預 金 未 払 金 77,340

負 債 の 部 合 計 77,340

純 資 産 の 部

【         】 【 】株 主 資 本 12,357,233

（           ） （ ）利 益 剰 余 金 12,357,233

繰 越 利 益 剰 余 金 12,357,233

純 資 産 の 部 合 計 12,357,233

12,434,573資 産 の 部 合 計 負債及び純資産の部合計 12,434,573



金　　　　　　　　　　額科　　　　　　　　　　目

円

一般社団法人　徳島県バスケットボール協会

損 益 計 算 書
自 令和  3 年  4 月  1 日

至 令和  4 年  3 月 31 日

【         】純 売 上 高

登 録 料 収 入 4,315,100

参 加 費 収 入 4,314,500

会 報 収 入 394,000

補 助 金 収 入 7,217,000

委 託 金 収 入 400,000

講 習 会 収 入 877,950

事 業 参 加 費 収 入 331,800 17,850,350

（ ）売 上 総 利 益 17,850,350

【                    】販売費及び一般管理費

広 告 宣 伝 費 33,550

委 託 金 200,000

役 員 報 酬 3,000,000

雑 給 886,000

法 定 福 利 費 448,113

賃 借 料 3,533,660

修 繕 費 11,000

事 務 用 品 費 76,248

水 道 光 熱 費 91,625

旅 費 交 通 費 2,494,421

手 数 料 29,542

租 税 公 課 200

保 険 料 192,150

諸 会 費 300,000

通 信 運 搬 費 178,005

会 議 費 39,400

印 刷 製 本 費 422,400

渉 外 費 12,660

諸 謝 金 2,958,400

雑 費 1,722,501 16,629,875

（ ）営 業 利 益 1,220,475

【           】営 業 外 収 益

受 取 利 息 133

雑 収 入 130,000 130,133

【           】営 業 外 費 用

雑 損 失 4,000 4,000

（ ）経 常 利 益 1,346,608

（ ）税引前当期純利益 1,346,608

法人税、住民税及び事業税 80,020

（ ）当 期 純 利 益 1,266,588



一般社団法人　徳島県バスケットボール協会

自 令和  3 年  4 月  1 日　至 令和  4 年  3 月 31 日 単位 円

株主資本等変動計算書

株主資本
利益剰余金

その他利益剰余金
純資産合計

合計
株主資本

合計
利益剰余金

繰越利益剰余金

11,090,64511,090,64511,090,64511,090,645当期首残高
1 1

当期変動額
1 1

1,266,5881,266,5881,266,5881,266,588当期純損益金
1 1

1,266,5881,266,5881,266,5881,266,588当期変動額合計
1 1

12,357,23312,357,23312,357,23312,357,233当期末残高
1 1


